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◇　は　じ　め　に

　New　Leisu・e或はMass　L・isu・eとかいわ

れるように，レジャーをめぐっての間題が最近

大きくとりあげられるようになってきた。1959

年秋の英国の総選拳では、保守、労働両党は政
　　　　　　　　　　　　　　レジヤー
治，経済，外交政策とともにr余暇」について

の宣伝戦をはなばなしく展開して注目をひい

た。わが国においても、今日的余暇状況につい

てその間題局識はようやく威熟しつつあるとみ

てよい。しかし，レジャーの問題をめぐって大

衆媒楽が研究の対象としてとりあげられるよう

になったのは新しいことではない。たしかに，

大衆媒楽という概念で研究されるようになった

のは大正中期以後のことである。

　大衆媒楽，レクリェーションがどのような過

程をへて今日めように発展してきたか，それに

関する研究の動向や論壇の思潮がどんなもので

あったか，そのあとすけをすることに去って現

代的課題を探究することも大切である。小論で

は，わが国においてレジャーに関する文献には

どんなものがあり，その中でレジャーをめぐっ

て媒楽，レクリェーションの問題をどのような

視角からとりあげているかを分析することにし

た。

　わが国における大衆媒楽，レクリエーション

研究は今日にいたるまでの歴史があったことは

見逃せないが，その多くは媒楽的倶1面に比重が

かけられ，それが断続的な姿をとりながら今日

に至っているといえよう。戦後，大衆媒楽，レ

クリエーションは学問のアバンギャルド領域と

して活騒な研究がなされるようになってきてい

るが，今目の状況はなお問題提起の段階にある

とみてよかろう。研究の流れとしてこれを年代

的に見たばあい，大まかに三つの時期が指摘で

きる。すなわち，大正9年頃から昭和6年に至

る民衆媒楽論の時期，満州事変勃発から第二次

大戦に至る戦時協力嬢楽論の時期，第二弐大戦

後から今日に至る大衆娯楽，レクリェーション

論の時期である。

　第一期は，第一次大戦を契機と．して独占資本

の成熟にともなう郡市化現象の肥大を背景とし

て，映画に代表される新興民衆娯楽が大きくお

こってくるが，これの肯定，否定が中心的な問

題としてとりあげられ，ついで都市娯楽の繁栄

と対比させて貧困な農村娯楽の問題に焦点が移

った時期である。第二期は，満州事変以後時局

の潮流にそって「国民精神作興」，「勤労文化の

確立」の一環として，戦争協力のかけごえに統

合された娯楽が論じられた時期である。第三期

は，大衆娯楽，レクリェーショニ・論の時期であ

る。戦後間もなくこの方面の研究が活澄となっ

てきたが，これにはレクリエーション運動の高

まり，マス。メデァ研究の活濱fヒが作用したの

であった。

1、民衆娯楽論の時期

　日’清，日露の両戦争によって誕生をみたわが

国の資本主義は，第一次大戦に影響されてその

確立をみたといえる。資本主義の威熟にともな

う労働者階級の畜積を背景として，都市化現象

の肥大を生じたのであるが，この肥大した新中

間暦を対象に，資本主義に徹して経営された近

代娯楽としての映画が民衆娯楽の花形として大

きくおこってきている。映画だけではない。今

日1われわれが大衆娯楽と呼ぶ娯楽形式も三こ

の時期にその基礎が用意されている。すなわち，

参加形式から見物形式へ，一時的から専門的演

技者としての永続的へ，演技者と見物人の分離，

場所的にも仮設的から常設的へと著しい変貌を
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みせていく。
　　　　　①
　他方，資本主義の侵透によって疲幣した農村

では，伝統的な瑠土芸能は崩壊しつつあった。

殊に農村での重要な媒楽として盆の行事の際に

伝えられてきた盆踊りは，明治時代に風紀を乱

すという理由で禁止にあい廃絶していた。した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
がって，農村での媒楽らしい媒楽といえば，村

祭りに関連した催しに隈られ，媒楽の貧困が目

立つ。

　こうした娯楽状況に対する杜会的関心の視点

は，映画を中心とする郡巾娯楽の問題に集中し

ていたとみてよい。すなわ．ち，映画をめぐっ

て，これを娯楽の民衆化促進に役立てようとい

う映画肯定と映画の幣害を論じ娯楽の純化を強

調する映画否定に分かれて論議が交されてい

る。

　ところで，「寄席，芝居，活動写真」のいわ

ゆる三大娯楽のうち，特に映画の躍進は「活動

写真狂なる変態異常の精神状態を生み出した」．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③と教育者や警察当局者の深刻な問題意識を威熟

させた。帝国教育会は，通俗教育調査委員会の

報告に基いてr活動写真取締建議」．を議決し

て，これを文部省，内務省及び警視庁へ提出し

て取締りの牽化を要請した。（大正6年）（同

年「活動写真取締規則」制定）

　なお，帝国教育会は上の建議と同時に，権田

保之助，秋山曄二に活動写真と教育の関廉につ

いての「活動写真の調査」を委囑した。この調

査は権田が『民衆娯楽間題』（大正10年）にま

とめているが，教育界の見解とはむしろ逆の

「映画の教育的利用の必要」を強調しているこ

とは注目される；調査は東京浅草六区の活動写

真常設舘と市内に散在する代表的な館について

興業の実態と児童の関係，市内小学校（31校）

について在籍児童の活動写真観覧状況の調査，

不良少年及び少年犯罪者と活動写真の関係の三

方面から実施されたものであり，わが国におけ

る娯楽に関する調査研究の構矢ということがで

きる。

　権田は上の調査から，「フイルムそのものが

児童の糖神上教育上に及ぼす影響は一般に考へ

られている程甚しいものではなく，悪影響はむ
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しろ例外の場合に於てのみ現わるるものであ

る」と述べ，「活動写真の悪影響はフイルムの

内容の直接的影響によるもの」で，それゆ．えに

検闘と取締りで対処しなければならないという

教育界の態度を「活動写真政策の＿重の錆誤」

であるときびしく批判している。そして，この

ような錯課は政策者の現状の無理解が．もたらし

た結稟で，「先づ以て民衆の間について，民衆

娯楽の実際を詳しく知る必要がある」と実証的

研究の重要性を強調する。更に，積極的な立場

として，r大部分のフイルムはこれを巧みに利

用せば教育上有益なるものとなし得る」と，教

育的利用効果の可能性を提示している。

　また，與業娯楽にレクリエーツヨンとしての

有効価喧があるという大林宗嗣『民衆娯楽の実

際的研究」（大正11年）も，見事に政策の錯課

を指摘しているといえる。大林はカークパトり

ツ・ク　（A．E．Ki・kPet・ick）等のRe・r・a亡ion

Tbeo・yに理論的隈拠を求め，杜会学的視角か

ら間題を提起し，大阪市における民衆娯楽D実

態把握に目ざしている。大林によれば，娯楽の

時間は「各個人の自由に任かせる時間」である
　　　　　　　　　　　　　　　　レクリエーシヨン
という。つまりそこでの「好きな活動か娯楽で

ある」と定義し，つぎに娯楽の生存のためク）必

要条件1こアプローチしていく。すなわち，娯楽

は人間の生活に極めて必要な「生活要素」であ

るといってし）るように，広義の見解に立って娯

楽論をすすめている。実証的研究の段階では，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　レクリェ＿
大阪市ク）民衆娯楽を「娯楽の致化的な面と娯楽

的な面」について考察し，興業娯楽の教化的要

素の必要性も認めながら，むしろ「教化的効巣

よりは民衆娯築としての多量の性質を有してい

る」ことから1民衆娯楽そのものと㌧て健全な

発達を育威すべきであると強調している。その

ためには，営利的機関によってなし得ない「機

会均等主義」に立脚した「公共的娯楽」を発達

させ，「新1寺代の民衆生活に適した民衆娯楽の

発達を助けなければならない」と指摘している。

　上でとりあげた二つの研究からもうかがえる

ように，大正期の娯楽研究は主として都市の三

大娯楽に視点がそそがれていたといってよい。

権田は映画に教育的利用価値の可能性を，大林
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はレクリェーショ．ンとしての有効性を提唱し

た。これらの研究によって，娯楽は教育的かつ

杜会事業的に重要な手段であると認識．され，娯

楽1）杜会致育的，杜会事業的利用が熱心に唱え

られはじめた。文都省も普通学務局第四課（杜
　　　　　　　㊥
会致育担当）に杜会致育調査委員会を設けて，

民衆娯楽の教育的利用策の基礎資料を得るため

に「全国における民衆娯楽の状況調査」を実施

した。（大正10年）ここで貧困な農村娯楽の状

況が明らかにされ，ようやく杜会的関心が農村

娯楽の間題にも広げられるようになっていく。

なお，大正末期から昭和初期にかけてり研究の

大部分が文部省の民衆娯楽調査資料をもとに，

杜会教育或は社会政策の立場から考察をこころ

みている。また，この期の研究者のほとんどが

文部省民衆娯楽調査委員のメンバーであったこ

とも見逃せない。

　と1二ろで，こうした商業的大衆娯楽の進出の

前に，古い娯楽形式はどうなるのか。権田保之

助「娯楽業者の群』（大正ユ3年）は，娯楽の直

接の洪給者である各種娯楽業者の状態を把握し

て，娯楽そρものの問題をその推移と関連させ

て捉えた研究として注目される。権田は現実杜

会の諸椙と関運させて，生活の色調に適応した

τ娯楽業者の繁栄と前時代的娯楽業者の衰亡を，

民衆娯楽の消長というかたちで示している。す

なわち，近代娯楽は都会において繁栄の素地を

固め，前近代的娯楽は地方の小都会や村邑に生

存の余地を求めてゆく姿をたくみに分析してい

る。こうした娯楽形式の二重構造は，中田俊造

の分析の中で明確に捉えられている。

　中田俊造『娯楽の研究』　（大正13年）は，前

述の文部芦調査資料によつて1全国の娯楽状況

を都市と農け，性，年令，職業別に分析したも

のである。愛仔される娯楽の程度から娯楽形態

を郡市の静止的，屋内的，常設的に農村の動

的，屋外的，仮設的を対比させ，特に農村にお

いてはわすかに季節的な行事が娯楽の機会であ

るという娯楽の貧困を指摘している。また，興

業娯楽への接近を頻繁にする要因が家庭生活に

奉ける無娯楽状態にあることを鋭く指摘し，家

庭娯楽の必要性を力説している。また，体育的

娯楽の必要性を強く掲げ，公共体育施設設置の

急を1説いているが1体育戸勺活動が娯楽施策の新

しい視点として考えられはじめているのは見逃

せない。

　中田と同じく文部省民衆娯楽調査委員であ，る

橘局広（警視庁検閲係長）は，杜会政策の立場

から娯楽の純化，娯楽趣味の高級化を強調した

『現代娯楽の表裏』　（昭和3年）を著してい．

る。橘は「精神的に一種の混血児である」モボ

やモガを出現させた責庄を特に興業映画に求め，

そのコマーシャリズムを批判し，文化主義の立

場からの「娯楽善導」を行なうことによって娯

楽の文化的価値を高めるべきであると主張して

いる。橘の理念は：，つまり伝統的目本文化への

郷愁であるといえる。

　1927年の金融恐慌以来，産業のあらゆる部門

にわたって，わが国の経済は明治以来の歴史の

中で経験したことのない深刻な恐慌にさらされ

た。独占資本は恐慌切り抜けのたあに大資本中

心の企業再整理を形威したが，そのしわ寄せは

労働者や農民に及びさんさんたる生活難に襲わ

れた。一方，労働者や農民の犠牲の上において，

権田保之助が「生産を捨象し，労働生活と絶縁

した＜変態的嗜好性〉」と名づけているrモダ
　　　　　　　　　　⑤
ン暦とモダン相」，「モダン生活」が郡市の街頭

では謁歌され，享楽機関は大都市に異常な発展

をみせ，いわゆる前期的大衆杜会状況を呈して

いた。

　権田保之助は先に『民衆娯楽間題』を著わし

て以後刎O年間の研究を『民衆娯楽論』（6年）

にまとめた。本書は10年間の娯楽の推移の過程

を知る手がかりとしても大きな価値を持ってい

るといえる。権田は冒頭に，過去の研究につい

て，「大都分は一種のディレッタンティズムに

階するに非すんば，低級なる恩恵的杜会政策論

に終始するを免れ得なかった」。そして，それ

に基づいてとられた娯楽政策も「無省察なる施

策による特権階級の優越感の表現か，或は或睡

の思想宣伝への脚擬としての利用」であったと

述べている。この現象は，研究者や政策者が民衆

生活の実態を知ることを怠った結果だときびし

く追求している。実態把握に根ざした民衆の杜
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団

会生活における娯楽そのものに対する考究の強

調は，権田の娯楽研究に対する一貫した墓本的

態度である。そこで，わが国における娯楽状況

の消長，推移を主として「文部省民衆娯楽調査

資料」・（大正10年，昭和5年）によって捉え，そ

こから現実課題にアプローチしている。すなわ

ち，大正末期の娯楽状況が，村の旧い生活意識

の中で育ってきた娯楽の一群と都市生活者の意

識によって育まれた新興娯楽の」群の同時併存

という娯楽の二重構造が明瞭に露呈しているの

に対して，昭和5年頃には二重構造の差が徐々

に縮まってゆきつつある過程を産業，経済，文

化等と関連させて提示している。．

　たしかに，都市で廃物化したフイルムなどが

農村に流入されて，これが経済不況のあおりで

疲幣した農村の青年にr者匡会のデ面だけを見て

離村を思ひ立たしめる」刺激剤の役割を果た・し
　　　　　　　　　　⑥
たといわれ，そこで農村娯楽間題に正面からと

り組んだ調査がはじめられている；なかでも文

部省「全国農村娯楽状況調査」て5年），「全

国農山漁村娯楽状況調査」（7年）が目だつて

いる。これらの調査は，都市娯楽の農村流入に

よって農村の生活倫理の基調が崩壊することを

恐れ，イェームラを結ぶ伝統的共同体意識を強．

固にするためめ娯楽形式を農村に持ち込む施策

の一環として急ぎ実施せられたとみてよかろ
う。

，①権田保之助r娯楽業者の群』参照。．

　②一和歌森太郎『目本風俗史』下P．650．

　③権田保之助r磐楽教育の研究」p．26．

　、④　同上pp．29～30．

　⑤権田保之助『民衆娯楽論」pp．105～107．

　⑥　上田久七『都市と農村の娯楽教育」p．57．

2、戦時協力娯楽論の時瑚

　日支事変勃発を契機として，国民生活はすべ

ての面にわたって戦時体制に統合されていっ

た。しかし，それより数年前の満州事変以来，

「非常時の合言棄によって表現されて来た国民

思想ρ領域における新しい強力な傾向，が『事

変』という形に具現fヒされて，其処に一暦明瞭

な指導的立場を取るに至った」といえる。ただ
　　　　　　　　　　　　　①
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し，思想的に危険性の少ない娯楽に対しては取

締りの圧力は強’められす，「土1口・グロ・ナン

センス」の流れが続き，モボやモ’ガが横行潤歩

していた。このように満州事変から日支事変に
　　　　②
かけての数年間は，大衆の杜会的現実への切実

な関心と非常時意識に支えられた統制の対立現

象が目だった時期であった6’

　中田俊造r教育上より見たる娯楽と休養』．

（8年）は，こうした内外ク）状勢を仮映させた

ものである。中田は欧米のレクリエーション活

動や施設状況について，なかでも体育的面を中

心に考察し，ついでわが国の娯楽間題を論じて

いる。健全娯楽の立場から体育自勺な面に強い関

心を示しているが，オリンピック主義スポーツ

の伸展と同時に全体主義的傾向がスポーニツに圧

力と’なりはじめていた当時の状勢からながめた

場合’，中田の関心は後者に注がれているとみて

よい。

　非常時から戦時体制へと進路が狡められてい

くにともない，娯楽に対する軍D指導性が強化・

され，全体主義強fヒのために利用されるように

なっていくが，こうし走傾向を岩波・の月刊誌

r教育』（12年g月号）が大きくとりあげて正

面から批牛リしたことは見逃せない。しかし，｛そ

の後の研究は完全に戦時協力のかけごえた統・一

されたものとなづている。上田久七『都市と農

村の娯楽教育』（13年）もその顕著なものであ

る。上田は，先に権田保之助によっ；て提示され

た都市と農村め娯楽平均化の可能性を，「娯楽

の大衆化現象」と．いう現実の様相として捉えて

いる。それは「縦と横の方向からの水平運動」で

あって，つまり縦の方向からは高級趣味の大衆

化と卑俗的なものの高級趣味化，横の方向から

は都市娯楽の農村への浸透というかたちで説明

している。なお，「娯楽の大衆化現象」に対す

る杜会方策としては，娯楽を国民精神作興に資

するために「国民の徳性と相反する行動や杜会

風教に害悪を及ぼすものに対する制限と，杜会

公益的娯楽施設に対する援助，補助及び国民精

神の高揚に役立つ趣味牲の国家的統制」を彊調

し・，スポーツは「国民として最も精鏡なる肉弾

となさしめる」ための育威手段として奨励して
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　いる。

　　時局の進展にともない，全体主義的立脚地に

　立つ娯楽統制と娯楽指導対策樹立に胃ざした文

　部省は，『時局と娯楽間題』（13年）という小

　冊子を配布して啓蒙宣伝に乗り出し，戦時協力

　を強制しはじめた。ところで，娯楽指導性の顕

　在化ぼ厚生運動という形で推進されていった。

　厚生運動は「体育にばかり限定されて使われた

　ために，厚生教育というと体操を教えることの

　ようにとられがちである」と指摘されているよ
　　　　　　　　　　　　③
　うに，戦時動員のための体力問題と結びついて

体育的な面に比重がかけられていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
　　こうした戦時体制下にあづて，権田保之助

　『国民娯楽間題』（一6牢）は戦時娯楽論の体系

　を樹立させたものである。すなわち，ドイツ。

　ナチズムの娯楽政策をモデルとして，戦時体制

下における娯楽の編威化を重要視し，l1国民に対

　して上からの統制的娯楽組織の方法を立諭して

　いる。一ところで権困のいう’戦時下銃後国民生活

の娯楽は，r国民生活の全体の上に築かれなく

　てはならないそれであって・…・・国民協同精神に

基き，全体主義と統制主義とに準拠して営まれ
＼

演取さるべきものでなくてはならない。而し

て，その当然の第二の性格として勤労生産の生

活を基礎として，其の生活の拡充強化のために

打ち樹てられなくてはならないもの」であっ

て，このように全床主義，統制主義理念に立脚

した・「国民娯楽論」を提唱している。

　　戦局が大平洋戦争へと拡大するに至り，産業

面に拾いても戦時労働政策が執行され，労働強

化をともなう長時間労働が全国的におしすすめ

られた。工場労働者への厚生施設に対する配慮

はたえすチェックされ，日本の産報運動は「苦

しみを通しての力（K・aft　du・ch　Unf・eude）」

　となって現われている。しかし，1二うした過重
　　　　　　　　　　　⑤
な労働条件下において，長期の労働生活が持続

され得るものではない。労働能率の低下は著し

く急遠に現われてきている。ここに労働者の休
　　　　　　　　　　　　　⑥
養と余暇の問題が，最大の労働能率を維持する

ため，？まり．生産的意義の確認から浮び上って

きた。具体的には余暇生活D内容を合理化し，、

余暇生活の悪化を防止すること，一それによって

労働時間の影響を多少とも防止することができ一

るという構想から出発して，福利厚生の課題が

報告されている。

　r勤労生活の実情調査」から，生活の貧困

（過労，余暇時間の欠乏，無娯楽状態）を提示

し，労働力の確保と生産向上をはかるために，

ドイツ。ナチズムの労働戦線　（A・beitsf・o雌）

におけるK．D．F．にならって「勤労文化」を

立諭した鈴木舜一『勤労文化』（17年）。また，

娯楽。休養問題を生活の時問的構造分析からア

プローチし，日本的労働形態としての低賃金と

長時問労働にともなう労働者余暇生活の貧困の

実態を史的に捉えた籠山京『勤労者沐養問題の

研究」（19年）。更に，野津謙r産業体育」（18

年），藤林敬三r勤労と生活』（19年）等を加

えるべきであろう。

①権田保之助『国民娯楽の問題』p20

②和歌森太郎『日本風俗史』下pp．．722～750、

③鈴木舜一『勤労文化』p．／49．

④　厚生運動については磯村英一『厚生運動概説』

　参照。

⑤　丸山真男『現代政治の思想と行動』上　p．51．

⑥　寵山京『勤労者休養間題の研究』p．235．

3、大衆娯楽、レクリエーション論め時

　期

　敗戦の打撃はたしかに混乱と虚脱の二語をも

って形容せられたように深刻であった。反面，

わが国の杜会構造と杜会意識の両面に大きな変

革をもたらした。すなわち，□目天皇制の政治

体制に支えられた思想の崩壌と新憲法意識の定

着化傾向と新中間暦の肥大を背景とした大衆杜

会の露呈」が基本条件として’あげられる。この
　　　　　①
大衆杜会状況の中核をなす薪中間暦の肥大化現

象と対応して，大衆娯楽の杜会的基盤を威熟さ

せた。」戦後の薪中間暦は旧中間暦と異って労働

時間と余暇時問の区別が明瞭であり，戦後の労

働運動の飛躍的援頭，労働基準法の制定によつ

て余暇時問を増大させつつある。

　また，戦後のわが国の独占資本は「技術革新」

をともなう軍需産業の平和産業への転換という

かたちで，目一ざましい復興をみせた。この技術
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　団

革新に麦えられた消費財の大量生産は，今日．の

「消費革命」’をもたらした起因といえる。つま

り今日の娯楽産業の威熟も，上の技術革新と新

中間暦の肥大化現象が，民主化の展開過程を前

提として拡大しつつあることは否定できない。

ここで注目すべきことは，独占企業は一方に為

いて余暇をつくり出すことを促し，他方におい

ては余暇を吸牧するという両面に作用しながら

余暇市場の拡大につとめ，生活様式の変化に促

進していることである。なお，その過程におい

て今日；の大衆娯楽はさまざまな間題点をはらん

でいるといえる。

　戦後十余年を振りかえってみると，敗戦直後

はアメリカニズムの流入によって，生活思識に

おいてもr生活を楽・しく．すること」の必要性が

説かれ，いわゆるrレクリェーション」という

言葉が日常化されるよ．うになってきている。学

校体育や杜会体育においてもレクリエ←ショ．ン

の間題は体育。スボーツの生活化という間題と

関連させて大きくとりあげられで意た。前川峯

雄「レクリェーション」（24年），白山源三郎

rレクリェーション』．（24年），柳田享「杜会

体育・レクリエーション」（26年’）などである。

前川等の理論的根拠は．アメ・リカにおける余暇教

育（Leisu・eEducation）やレクリェーション運

動（RecreationMo▽ement）からき1たものであ

る。生活体育は「生産から解放された・生活時

間，すなわち余暇時間における．活動を健全なも．

のとして，一仕事や生産のための活動力をく再生

産〉」する建設的なレクリェトション活動を促

進．させ，．現代及び将来の杜会生活におけるレク

リェーション間題の解決に貢献することを重要

なねらいの一つとしている。

　現代の大衆娯楽における問題傾向としてあげ

られるもの・は，その受動的陵向と商業化の傾向

である、。なかでも，マス・コミ企業の飛躍的な

発達によって社会生活に目の見えない大きな影

響を受けている。ごの現象は反面，映画，演劇，

放送，出版文化，流行歌等のマス・コミュ手ケ

ーショ．ンと，しての大衆娯楽各ジャツルの実態分

析の活溌化を促進させている。なかでも，鶴見

俊輔，等の思想の科学研究グループや南博を1中

琢．　磨

心とする杜会心理研究所の活棲な研究が目だつ。

思想の科学会編r夢とおもかげ」大衆娯楽の研

究』（25牢），南博r目本人め娯楽』．（29年），鶴

見俊輔『大衆芸術」（29牢）等ク）すぐれた研究

が注目’される。とれらの研究は，大衆娯楽がマ

ス。コミュニヶ一ションとして，問接的に大衆

に影響をあたえるいわばかくさ．れた思想性（意■

図）が受け手にどのように浸透するかについて，

非常に新しい視点に立って分析がなされている。

　「思想」も、26年8目一号で「大衆娯楽一実態と

分析」を特集した。この特集の中では，戦後の

大衆娯楽は1窮追し，不安定な，その日その日’の

生活を麻卑させ，苦痛に当面すること，を回避さ

せる，いわゆる「生活に対する麻卑的効果」の

意昧しか持たない。このような，ア！バランス

な国民生活の中で氾濫している大衆娯楽への逃

避は，娯楽の掩つ魅力とからみあって，「自1分

の運命に関する政治的間題からの逃避」である。

しかも，娯楽が保守的であるので，大衆娯楽は

問接的に大衆を保守的な政治体制のワク内へ吸

牧する役割を果たしているといった大衆娯楽に

よってもたらされる大衆の政治自勺無関心化の警

告が清水幾太郎等によってなされている。実態

分析においては，桑原武夫等の大衆文化研究ク

ループや南博等の杜会心理研究所による分析的

研究が光彩をはなっている。．

　ところで，戦後わが国におけるレクリェーシ

ョン論はながらくアメリカの直輸入の域を出な

かったが，28年頃から実証的研究の段階に移っ

たといえる。なかでも，体育学の分野でレクリ

ェ＝一ション問題にとりくんた研究が多く輩出し

てきているのは見逃せない。竹之下休蔵r嬢康

と能率より見たる杜会体育の改善に関する研究

一杜会学的基礎調査』（28年），前川峯雄を中心

として研究された増穂町体育連盟編『地域杜会

におけるレクリエーションの構造』（30年）は．

その先駆的研究としてあげら；れる。竹之下は

「自由．時問（Leisu・e）」に基礎を泰く杜会学的・

見地に立って，生活の時間的構造と内容的構造

の両面から生活構造を分析し・いわば活動と時

間を関連させながら実態の把握を巨ざしている。

竹之下の杜会学的見地からのレクリェーシ・ヨーン
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論は，「現代におげるレクリェーション問題」

（28年）で明確に示されている。すなわち，レ

クリエーションを「自由時間における楽しみを

伴う自発的活動」と定義しているように．，Lei－

Su・eを「自由時間」と規定し，仕事の能率を

高めるための休養の一形態という二亥的な一もの

でなく，それ自体に独自の意味を持つごとを：示

唆している。’

　以上のように，戦後のわが国においてレクリ

ェーション論は1主として教育学や体育学から，

大衆娯楽論は杜会心理学の立場からとりあげら・

れてきたが，「余暇生活」の間題は特に28年以

降，更に広い領域からアプローチされるように

なってきている。すなわち，28年に月刊誌「労

働基準』は「余暇生活」，月刊誌『都市問題』は

r都市生活とレクリェーション」を特集した。

殊に；反体制運動z）反対の側に立つ産業資本は

レクリェーションに対する認識を高め，r職場

レクリエーション』（27年），「年少労働者の余

暇生活」（前記『労働基準』）等について意欲

的な分析を行ない，その運動を展開させつつあ

る。だが，労働運動の側からは文化活動に熱が

入ると組合活動が低調になる，或は資本家慣ゆ

レクリエーションは恩恵的で組合切りくすしの

手段である，等の批判的態度に出て自分たちの

課題として意識されていない。この労働運動の

余暇生活部門についての無防備は，階級斗争に

おけるこの領域での後退を意味い労働運助が

私生活の面から崩れてゆく危険をはらんでいる

と指摘できよう。

　31年に松下圭一はr思想』に「大棄国家の威

立とその間題性」を発表して，いわゆる大衆杜

会論争の糸口を開いた。松下は「大聚文化」をめ

ぐって，従来の伝統的に階層化された文化が平

準化されることによって，大衆は表面的には平

準化された生活条件を享受することになるが，

それは「可能性の威立」を意味するもので，現

実にぽ「各階暦においては不均等である」と述

べ，娯楽享受の二重構造を指摘している。松下

の問題提起にはじまる大衆社会論争の中で，マ

ス・カノレチュア，マス。レジヤーの間題は，大

衆の「政治的無関心」，・「保守的ムード」を醸成

する危機意識に鏡いアプローチがなされている

ことは見逃せない。一方，快適倫理に。貫かれ，

現代の日本の文化が中間暦的な信念体系でおお

われているのではないかという加藤秀俊の『中

問文化』（32年）も論議の中に力pえるべきであ

ろう。加藤のいう中間的水準で単一化している

という中間丈化の核心にあるものは，「より快

適で平穏無事な小市民的家庭生活である」と述

べているように，モダンリビニ■グ讃美であり，

r庚適主義という天下泰平のムードに支えられ

た都会の小ブルジョァの消費である」という批
　　　　　　　　　　　　　　　　②
牛リもあてはまる。

　31年以峰，経済企画轟は日本経済の威長と国

民生活水準の上昇，それにともなう国民の生活

様式や生活の構造の変化について『経済白書』

r国民生活白書』に報告している。殊に，34年

以降「技術革新と消費革命」（35牢経済白書），

「消費構造の近代化」（34年生活白書），「生活

革新」（35年生活白書）という言葉によって，

生活内容の変貌を1示している。たしかに，技術

革新はわれわれの生活の構造に質的変化の可能

性をあたえるものであるが，現実にはまだまだ

極めて不安定であり，かつ初期的な現象である

とい気）なければならない。

　ところで，35年の婦人週間は「生活時間の自

主的な設計」をスローガンにかかげ，．更にジャ
　　　　　　　　　　　　　　　　③
一ナリズムも「暮らしの中の自由時間」（35．2．

18．朝日），「生活をみつめる」（3514．10．朝日）

という論訟をかかげ，生活の中での「自由時間」

をまじめに考えなければならないことを示唆し

ている。このように，レジャーをめぐっての間

題は一部学者や思想家の手をはなれて，・直接大

衆の課題として，更には選挙の争点として登場

してきている。まさしく今日こそ，日高六郎の

いう「マスカルチュァ（大衆娯楽）とマスレイ

ジュァ（大衆余暇）」の時代なρである。
　　　　　　　　　④
　こうした現実に反映して，やや下火であった

大衆杜会論は，大衆のレジャーや娯楽の間題を

めぐって再びクローズァップされてき・ている。

ここに登場したのはr思想』の大衆娯楽特集

（35年5月），大野力rよ・りよい暮らしとは何

か」（35年6月），加藤秀俊「ホームドライバ
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｝と日曜大工一非代理的余暇の問題」（35年6

月）等である。

　カロ藤は，余暇の形態が「個人的シンボノレの余

暇から集団主義的傾向をおびた非代理的余暇

へ」と今後進んでいくのではないかという余暇

利用状況の方向を提示している。

　「思想』では，テクノ占ジーの発達による生

産性の高度化は大量の余暇時間を生み出すと共

に，生産過程における労働からの自己疎外が大

衆をして余暇時間における娯楽志向を一暦強め

る。この現象を更におしすすめているのは，戦

後における軍需産業にかわる娯楽産業の成熟，

生活倫理の転換といった杜会的基盤の分析が松

下圭等によってなされている。

　最後に，大野力は「よりよい暮しとは何か」

を問題にするにあたって，消費文化の高まりと

対応して生まれた生活態度を「よりよい暮らし

の哲学」として主張する加藤秀俊と，それをr政

治的尿守主義につながる生活進歩主義」として

批判する松下圭一を対比させながら論をすすめ

ている。すなわち，加藤の「快適思想」は一つ

の生活態度であるが，はっきりした杜会論を持

たないので，そのかぎりにおいて「革命思想の

政治的反対勢力の側に吸牧される可能性を持つ

といえる」と，快適思想が革命思想の批判を含

んで生まれることを指摘する。しかし，快適思

想の問題は，「一口にく天下泰平のムード〉な

どといって見捨てられてもならない」と大衆杜

．会論にも警告する。そこで1加藤のいう「くあ

たえられたある杜会的条件の中で環』寛をより快

適につくりかえる〉」．ことではなく，「その条

件そのものを含めて快適につくりかえることで

ある」とむすんでいる。

　36年に入つて，日本生産性本部生産性研究所

を中心とする第三弐産業グノトプによる『消費

革命とレジャー産業』，「国民のくらしと第三次

産業』等の意欲的な研究カミ注目される。またこ

のところアメリカにおける余暇市場研究の高ま：

りに刺激されて，娯楽産業のバック。アップに

よる調査研究が多く輩出しつつあることも見逃

せない。

　①　松下圭一「日本の民主主義と戦後世代」『思想』

琢 磨

　34年7月。

②久野収ほか『戦後日本の思想』p．218．

③　労働省婦人少年局編『生活時間臼書』参照。

④日高六郎編『人間と社会』pp．156～／62．

4、今後に残された研究課題の展望

　これまで，わが国の余暇に関する研究，特に

大衆娯楽，レクリエドション研究を歴史的にみ

てきたが，この領域の研究は間題提起の段階で

あり，むしろ出発したばかりだといってよい。

したがって，研究は未開拓の分野をひろく残し

ており，今後に残された課題が多大である。と・

りあえすここで当面の問題をひろってみること

にする。

　第一に，レジャーと娯楽，レクリェーション

の問題を藍業構造との関連において，現代杜会

の中で客観的に位置づけすることである。たし

かに大衆娯楽，レクリェーションは現段階にお

ける大衆杜会状況の側面をなしている。大衆娯

楽の威立の背景には，資本主義的経営の娯楽産

業の成熟があった。たとえば，ハイキングやス

キーは交通機関の付属事業としての性格が強

い。映画やプロ野球は完全に企業である。大衆

娯楽，レクリェーションの間題の核心は，今日

のブームをおこすほどの大量広告をともなっ．た

資本主義的企業に存在している。そこにさま’ざ

まな問題をはらんでいる。1二の点から娯楽企業

の産業的構造の実態把握が必要となる。

　第二に，大衆娯楽，レクリェーションを変革

の論理との関連から体制内の諸矛盾を遣究する

必要があろう。この問題を単に「政治的無関

心」，「保守的ムード」の譲成という現象的危機

だけに遺元して論するだけでは生産的でない。

大衆娯楽，レクリエーションが体制側と反体制

側の双方にどのような有利な或は不利な効果を

あたえているかという点を，詳紬に分析するこ

とが必要である。ところで，体制側に吸牧され

る行政機関や娯楽産業のバック・アップによる

調査研究は多く輩出しているが，反体制側，．特

に労働運動の側からの諸種の娯楽，レクリェー

ションに対する攻勢が激しい。これは支配階級

のそれに対する労働運動のたちおくれであり，
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わが国における余暇に関する研究の動向

体制維持にとって有利な効果に拍車をかけるこ

ととなろう。そこで，マイナスをプラスに転fヒ

する積極的な研究とそれに基づいて，組合活動

に矛盾しない方法論を追究することが緊急な課

題であるとおもわれる。

　第三に，資本主義杜会における二重構造を反

映する二つの生活様式一肥大化した薪中問層の

上暦は生活のモダン化を進行せしめているが，

労働者階級の多く’の部分を占める下層は旧生活

様式に支えられている一の二重構造は，同時に

娯楽，レクリ干一ショニ・享受においても二重構

造となって現われる。この点の検討はなお貧弱

である。

　第四に，大衆娯楽，レクリェーション享受の

実態を大衆の要求と大衆操作との関連において

把握しなければならない。大衆操作によって大

衆の撃求がどう動いているかをつき・とめなけれ

ばならない。たとえば，スポーツヘの欲求は普

遍的であるといわれているが，今日の傾向はス

ポーツの企業化促進にともない見るスポーツ、

更に読むスポーツが飛躍的に増大しつつある。

最近のスポーツ誌の圧倒的売れゆきから一直ち

に，大衆の行なうスポーツヘの関心が低下した

と断定してしまうことは危瞼である。たしか

に，ショrrヒしたスポーツに熱中し，スター化

した選手の一挙手一動足に夢中になることよ

り，嘗ら行なうことが健全である。しかしなが

ら，現状は大衆の要求を満足させるだけの杜会

的諸条件が整えられているだろうか。

　第五に，上と直接結びついた科学的方法論の

確立が緊急の間題としてあげられる。わが国に

おいても公共的，半公芙的レクリェーシ’ヨンの

充実が叫ばれて久しいが，その成果は極めて微

々たるものである。運動D過程において多くの

活動が壁につき当って停滞するか，上からの組

織に変質させられてしまうか，単なるレクリェ

ーション団体として生きのびるかの瀬戸際に立

たされている。特にレクリェーション運動が歴

史的に上からの体制化と迎合しやすい可能性を

多分に含んでいるだけに，下からもりあがる運

動を育てるための探究が必要とされる。

　ところで現状は，組織の間題，施設の問題，

プログラムの問題等いすれをとり上げても方法

論の貧弱はかくせない。とにかく先す，散在す

る実践の言己録を整理し，威功した事例と夫敗し

た事例を数多く蒐集することからはじめて，こ

れら相互を比較研究すべきであろう。そこで，

これら資料をもとにして方法論の枠組を整傭し

なければならない。

　附，主要文献目録

　ここでとりあげた文献は比較的入手し易いもの，こ

の領域で主要と考えられるものを収録した。‘しかし，

なお当然収録されるべきものが抜けていたり，逆に余

り価値のないのに収録されているものもあると思われ

る。大方の指摘と叱正をお願いしたい。

1．歴史（年代順）

〔単行本〕

柳田国男三他『世椙史』昭和18年。

日本放送協会編『目本放送史』26年。

園部三郎『演劇からシャズヘの日本史』和光杜　29年。

一『音楽50年』時事通信社　31年。

竹之下休蔵『体育50年』時事通信社　3／年。

岡田普『日本映画の歴史』三一書房　32年。

大宅壮一選集3『世相・風俗』筑摩書房　33年。

和歌森太郎『日本風俗史』有斐閣　33年。

〔論　文〕

松島栄一『わが国における大衆小説の成長』『文学』

　25年8月。

岩崎預「統制・抵抗・逃避一戦時の日本映画」『文学』

　36年5月。

乾孝「流行歌の統制」『文学』　36年6月。

2．調査（年代順）

〔単行本〕

大阪府社会部調査課『余暇生活の研究』弘文堂　大正

　11年。

文部省普通学務局『民衆娯楽調査』　12年。

文部省社会教育局『民衆娯楽調査資料』　9冊昭和

　5年～／0年。

思想の科学研究会編『夢とおもかげ一大衆娯楽の研

　究』中央公論社　25年。

浦本・他『健康と能率より見たる社会体育の改善に関

　する研究』　文部省　28年。

増穂町体育連盟編『地域杜会におけるレクリェーショ

　ンの構造』　30年。

東京都教育委員会『都民の文化生活調査』　30年。

内閣審議室編『娯楽に関する実態調査』　32年。
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3．概論

〔単行本〕

磯村英一『厚生運動概説』常盤書房，昭和14年。

白山源三郎『レクリェーションj同文館　24年。

レクリェーション研究会『レクリエーション』大化同

　書房　26年。

西田泰介『みんなのレクリエーション』社会教育連合

　会　26年。

南博『日本人の娯楽』河出新書29年。

4．一般理論

　〔単行本〕

権田保之助『民衆娯楽の基調』同人杜　大正10年。

一　　　『民衆娯楽問題』同人杜　／0年。

大林宗嗣『民衆娯楽の実際的研究』同人杜　11年。

、中田俊造『娯楽の研究』東京宝文館　／3年。

橘高広『現代娯楽の表裏』大東出版杜　昭和3年。

権田保之助『民衆娯楽論』巌松堂　6年。

文部省杜会教育局『時局と娯楽問題』　13年。

権田保之助『国民娯楽の問題』栗田書店　16年。

鈴木舜一『勤労文化』東洋書館　／7年。

籠山京、『勤労者休養間題の研究』千倉書房　19年。

加藤秀俊『申間文化』平凡杜　32年。

〔論　文〕

橘高広『民衆娯楽問題』杜会政策大系9巻　昭和2年。

南博「大衆コミユニケーションの魔術性一特に大衆

　娯楽の教訓性」『思想」　25年8月。

林恵海「レクリェーションの社会学」r体育の科学」

　27年4月。

森口兼二「娯楽」講座人間の科学3巻　31年。

大野力「よりよい暮らしとは何か」r思想の科学」35

　年5月。

加藤秀俊「ホームドライバーと日曜大工」『申央公論」

　35年6月。

5．各論（年代順）

〔単行本〕

権田保之助r娯楽業者の群』実業之日本杜大正12年。

水谷徳男『青年団と娯楽施設』日本青年館　昭和1／年。

近藤春雄編r娯楽と集会の指針』三邦出版杜　16年。

飯塚友一郎r芸能文化論』鶴書房　18年。

藤林敬三『勤労と生活』慶応出版杜　19年。

福田定良『民衆と演芸』岩波新書28年。

鶴見俊輔r大衆芸術』河出新書　29年。

爪生忠夫r日本の映画』岩波新書　51年。

福武直．他編r大衆文化』講座杜会学3巻　32年。

一　　　　r大衆杜会』講座杜会学7巻32年。

加藤秀俊rテレビ時代』申央公論社　33年。

内海義夫『労働時間の歴史』．大月書店　34年。

今村金衛r映画産業』有斐閣　35年。

大河内一男『日本的中産階級』文芸春秋新杜　35年。

日本生産性本部r消費革命とレジャー産業』東洋経済

　新報杜　36年。

　　　　　　　r国民のくらしと第三次産業』東洋経

　済新報杜　36年。

6．教育〔単行本〕

中田俊造r教育上より見たる娯楽と休養」中文館書店

　昭和3年。

権田保之助r都市教化と民衆娯楽』申央教化団体連合　　　、

　会　／1年。

上田久七r都市と農村の娯楽教育」太臼書房　13年。

権田保之助『娯楽教育の研究』小学館　18年。

前川峯雄rレクリエーション』教育科学杜24年。

文部省『職場のレクリエーション』　27年。

〔論　文〕

大森義太郎r民衆娯楽・休養と杜会教育」r教育』昭

　和12年9月。

児玉省「青年期の遊戯活動と余暇活動」r杜会と教育』

　24年1月。

竹之下休蔵「現代におけるレクリェーションの間題」

　講座教育杜会学2巻28年。

那須宗一「大衆娯楽とレクリエーソヨン」講座教育杜

　会学8巻32年。

森口兼二「娯楽と杜会教育」講座日本の杜会教育5

　34年。

7．特集雑誌

レクリエーション『杜会と学校』．22年8月。

児童と遊戯『児童心理』　24年7月。

大衆娯楽一分析と実態『思想』　26年8月。

職場とレクリェーションr労働基準』　28年8月。

都市生活とレクリエーション『都市聞題』29年8月。

野外活動r体育の科学』　31年6月，32年6月。

レクリエーションr教育と医学』33年7月。

地域杜会と野外活動『体育の科学』33年6月。

レクリエーション『体育の科学』　34年5月。

大衆娯楽『思想』　35年5月。

余暇生活と体育r体育の科学』35年7月。

大衆芸能『文学』　36牢6月6

レジャー『教育と医学』　36年6月。

レジャー時代を生きるr生産性』36年7月。

（昭和56年10月25日受理）
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